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重要取組シート 

取組項目 「区役所と本庁のあり方基本方針」の推進 

現状・課題 

○住民に最も近く、日常生活において住民と直接関わる機会の多い区役所は、地域主体の取

組を支援する以外にも、市民の暮らしを支える行政サービスを的確に提供する役割を担って

いる。 

○住民から信頼される区役所をめざすためには、「区役所と本庁のあり方基本方針」（令和 5

年 3月策定。以下「基本方針」という。）に掲げた 3つの取組方針について、区役所や関係

部局等と連携しながら推進する必要がある。 

○現行の基本方針は令和 5 年度から令和 7 年度までの取組の方向性を示している。令和 7

年度中に、これまでの取組実績に係る総括を行い、また、今後取り組むべき施策を踏まえて

基本方針を改定する必要がある。 

取 組 の 

内  容 

①「魅力ある地域の共創」を実現する基盤の強化 

・地域の安全・安心を支え、地域の魅力を高めるため、特に「防災」「防犯」「自治会への加

入促進」を重要取組とし、適宜進捗状況や指標の確認を行いながら推進する。 

②「ICT を活用したスマート区役所」への転換と住民サービスの質の向上 

・住民サービスの持続可能性を確保し、多様な住民ニーズに対応するため、「望ましい区役所

窓口」の実現に向けて、「区役所窓口改革プロジェクトチーム」（以下「PT」という。）を設

立し、区役所窓口業務の BPR に着手する。その上で、デジタル化による最小限の手続と市

民への寄り添い体制を構築するため、ライフイベントに係る一部の手続を対象とした「書かな

いワンストップ窓口」を令和 9 年度末までに設置できるよう検討を進める。あわせて、オンライ

ン上で完結する「行かない手続」の推進など、ICT を活用したスマート区役所への転換を図

りながら、デジタル・ディバイド対策にも積極的に取り組む。 

③「誰一人取り残さない行政サービス」の提供 

・こども家庭センターの機能や重層的支援体制整備事業を活用して各区の実情に応じた取

組を各区の手法で実施し、多様な地域資源を活かしながら区役所と関係機関のネットワー

クや教育と福祉の連携強化を推進する。 

これらの施策を推進するため、区役所と本庁が連携し人材育成や執行体制の強化を図る。 
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前期 

（～9月） 

□ 区役所及び本庁関係局において、防災及び防犯の取組強化や自治会への加入促進を

実施（4月～） 

□ 区役所において、月曜日から金曜日の平日にオンラインによる無料法律相談を実施（4月

～） 

□ PT 初会議（4 月）。めざす窓口の姿や推進体制等について認識を共有。以降月 1～2

回開催。 

□ 各区役所において、こども家庭センター機能や重層的支援体制整備事業を活用して各区

の実情に応じた取組を推進（4月～） 

□ 基本方針の総括と改定の内容を検討（4月～） 

□ 窓口改革の先進自治体を視察（5月～） 

□ ご遺族が来庁してからの「おくやみ対応」について、東区役所、南区役所、美原区役所に加

えて他 4区でも実施（6月～） 

□ 複数の区役所で窓口利用体験調査を実施（6 月）。手続上のボトルネックを洗い出し、

その振り返りをもとに PT で窓口 BPR（業務の抜本的見直し）を推進（7月～） 

□ 基本方針の総括及び改定の骨子案を作成（7月） 

□ 住民票の写しに係るオンライン申請を全区で受付開始（南区は令和 6 年度に実施済）

（～9月） 

後期 

（～3月） 

□ 基本方針の改定を踏まえた次年度当初予算の協議及び執行体制等に係る関係部署との

調整（10月～） 

□ 基本方針の改定案を作成（～1月）。基本方針の改定に係る庁議（～2月）。 

□ 郵送証明業務の委託化。オンライン申請について、住民票の写し以外の証明書についても

対象とし、郵送証明業務に含めて実施（2月）。 

□ 「書かないワンストップ窓口」設置に向け、PTでの窓口BPRを継続し、また、次年度に議論

すべき項目について整理（～3月） 

□□ 基本方針を改定（3月） 

次年度 

以降 

□□ 改定後の基本方針に基づき取組を推進 

□□ 「書かないワンストップ窓口」設置に向けた検討を継続 
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前期 

（～9月） 

□ 区役所及び本庁関係局において、防災及び防犯の取組強化や自治会への加入促進を

実施（4月～） 

□ 区役所において、月曜日から金曜日の平日にオンラインによる無料法律相談を実施（4月

～） 

□ PT の設立と初会議。めざす窓口の姿や推進体制等について認識を共有（4月） 

□ 各区役所において、こども家庭センター機能や重層的支援体制整備事業を活用して各区

の実情に応じた取組を推進（4月～） 

□ 基本方針の総括と改定について検討（4月～） 

□ ご遺族が来庁してからの「おくやみ対応」について、東区役所、南区役所、美原区役所に加

えて他 4区でも開始（6月） 

□ PTの活動：中区役所及び西区役所で窓口利用体験調査及び振り返りワークショップを実

施（5 月）。窓口 BPR アドバイザーを招いた勉強会を開催（6 月）。区長や関係局長

等出席のもと窓口利用体験調査報告会を実施（7 月）。窓口利用体験調査で得た知

見をもとに、手続上のボトルネックを洗い出し PT のほか関係課で窓口 BPR（業務の抜本

的見直し）を推進（7月～） 

□ 窓口改革の先進自治体を視察。北海道北見市（6月）、静岡県浜松市（8月） 

□ 基本方針の総括及び改定の骨子案を作成（9月） 

□ 住民票の写しに係るオンライン申請を全区で受付開始（9月） 

後期 

（～3月） 
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該当する 

施策 
5-（5）犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現 

寄与する 

KPI 

大阪重点犯罪認知件数［現状値：1,195件（2019年）、 

895件（2024年）］ 

目標値（2025 年度） 

900 件 
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最も貢献する 

SDGsのゴール 

ゴール番号 
平和と公正をすべての人に 

16 

寄与する 

KPI 

大阪重点犯罪認知件数［現状値：1,195件（2019年）、 

895件（2024年）］ 

目標値（2025 年度） 

900 件 
 


